




























第3章 保健所における監視指導事業

第7食 品関係保健所計画事業

平成14年 度 保健所計画事業

保健所 事 業 名 ・実 施 目的 ・内 容 ・結 果 の 概 要 等

多摩川 <事 業名>液 卵製造施設の監視チェックリス トの作成について(新 規)

<実 施目的>

鶏卵及びその加工品を原因とするサルモネラ食中毒を防止するため、東京都は平成12年 度に条例を改正

し、液卵製造施設を新に許可対象業種に追加 した。これによ り液卵製造施設の監視指導の機会が増加した

が、これまでは製造工程の実態を十分把握 していないのが現状であった。そこで管内にある都内最大の液

卵製造施設に立ち入 り、HACCP手 法を用いた工程監視を行い、CCPを 検討することにより、監視マ

ニュアル的なチェックリス トを作成 した。 このチェックリス トは、液卵製造施設に立ち入った際、各製造

工程において機械 ・器具の示すパラメーターを測定 ・記入する様式であり、製造者の記録文書とあわせて

利用することで液卵製造施設一般の監視指導に活用できるように作成したものである。

<実 施内容>

(1)実 施期間 平成14年4月 か ら平成15年3月 まで

(2)調 査施設 管内液卵製造施設1施 設

(3)実 施内容

ア 液卵製造工程への立入調査

各製造工程について現場調査を行い、衛生管理の方法、CCPの モニタリング方法等を確認した。

イ 製造者の自主管理記録文書等の検証

製造者のモニタリング記録、改善措置記録、製品検査記録等の検証を行った。

ウ 「液卵製造施設の監視チェックリスト」の作成

ア、イに基づき、液卵製造施設を監視する際の確認すべき項目を工程別に検討 し、別紙様式のチェ

ックリス トを作成した。

<結 果概要>

液卵製造の特徴として、破卵や汚卵の使用も認められているため、原料卵の取扱いがCCPと なる。ま

た、液卵製品の種類は多く、製品ごとに殺菌温度も規定されているため、製造ラインごとに監視すること

になる。したがって、下記のとお り製造工程別に監視すべき要点を精査し、監視方法及び監視項目を検討

することによりチェックリス トを作成した。

(1)原 料卵冷蔵庫

原料卵受入れ時に、製造者の検卵による分類が行われるが、監視においても現場での目視検査により、

原料卵が製造基準どおりに選別 されているか確認する。また原料卵には破卵が使われることもあり、庫内

温度がCCPと なるので8℃ 以下を管理基準として確認する。

(2)洗 浄 ・割卵工程

製造基準の原料卵搬入から割卵までの規定時間が遵守されているかを検証する。高速割卵機では洗卵、

割卵工程は連続 しているため、割卵字間は洗卵の開始時間とし、現場で納入業者名を記録し、後で納入伝

票から割卵までの経過時間を確認する。また卵殻からの汚染や洗浄水の内部への浸透を防ぐため、洗浄水

の温度が原料卵の温度よりも5℃ 以上高いことを確認する。

<ま とめ等>

今回の液卵製造施設の監視チェックリス トは、液卵製造の各工程において、監視員が確認すべき監視項

目を例示し、複雑な製造ライ ンに立ち入った際、効率的に監視ができるよう作成 したものである。チェッ

クリス トを用いて監視することにより、製造者のモニタリング方法やCCPの 設定が適切であるか判断が

でき、液卵が製造基準どお り製造されているか確認ができる。また記録文書を検証する際の行政側のデー

タにもなる。今後は、今回チェックリストに含めなかった一般的衛生管理について も監視項目を設定し、

より実効性のある監視を実現することにより、液卵の安全確保を図っていきたい。

秋川 <事 業名>食 品販売業者に対する危機管理の指導支援について

<実 施目的>

平成12年 の加工乳による食中毒事件をはじめとして、今日までBSEの 発生や食肉の表示偽装など食品

衛生上の事件が次々と発生 し、「食品の安全」に対す る消費者の信頼が大きく揺 らいでいる。このような中

で、事件発生時の営業者の迅速かつ適切な対応が、その後の展開に大きな影響を与えることが広 く認識さ

れるようになってきた。当所では、危機管理指導に資するため管内の食品販売業者を対象として、事故等の

発生時の対応、仕入れ時、陳列時など通常の商品点検、保管の記録などについて調査 したので報告する。

<実 施内容>
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秋川 (1)実 施期間 平成14年4月 か ら平成15年3月 まで

(2)実 施対象 スーパー17軒 、 ドラッグス トア6軒 、ディスカウントス トア4軒 、コンビニエンスス トア

34軒 合計61軒

(3)実 施方法

ア 上記対象施設にアンケー トを郵送し、自主管理及び危機管理等の調査を実施 した。

イ アンケー トに基づき対象施設の立入調査を実施した。

ウ 食品衛生講習会を実施した。

<結 果概要>

(1)ア ンケー トについて

ア 期日までに回答した店舗は、23軒であった。その後、立入調査等により、最終回答数は、49軒となった。

イ 冷蔵庫の温度点検については、48軒 の店舗で実施 していた。このうち、毎 日点検 を実施していた店

舗は、43軒(90%)で あり、点検結果を記録 していた店舗は、38軒(79%)で あった。特に、チェーン店

化している店舗では、100%記 録 していた。

ウ 食品の仕入れ時点検については、いずれの店舗も何らかの点検を実施していた。特 に、表示期限、数

量、包装形態の異常の3項 目については90%異 常の店舗が点検していたが、点検結果を記録していた

店舗は22軒(45%)と 少なかった。また、仕入れ時の品温を点検していた店舗は、20軒(41%)で あった。

エ 苦情発生時における同一製品への処置は、販売を中止する店舗が37軒(76%)で あったが、販売を続

ける店舗も6軒(12%)あ った。また、販売してしまった製品の回収については、努力する店舗が25軒

(51%)あ り、スーパーが多くを占めていた。

オ 苦情内容について記録している店舗は、31軒(63%)で あった。

(2)危 機管理講習会について

アンケー ト調査を実施した61店 舗に対し2回 に分けて講習会を実施 した。参加者は、23店 舗25名 で

あった。

<ま とめ等>

ア 今回の調査は、コンビニエンスス トアやチェーン店化した大規模販売店など、危機管理についても

比較的意識が高いと思われる業者を対象とした。このような店舗では、商品管理、苦情対応などもマ

ニュアル化されている店舗がほとんどであるが、現場で点検に当たるのは、雇われ店長やパー トタイ

マーの店員であ り、点検の理由や記録の意義について、十分な知識があるとは言えず、今後の教育が

必要である。

イ 仕入れ以後の商品については、販売者側に販売責任が生じることへの理解が不足 しているように思

える。また、異常品や苦情等の発生の原因究明については、意欲的でない店舗が多かった。

ウ 管内の小規模な食品販売業者182軒 は、「自主管理」について保健所の講習会でようやく認識を持ち

始めたに過ぎない。点検表も、マニュアルもこれか らという段階である。しかも、これらの店舗は、

営業者の高齢化が進んでお り、早急な自主管理の導入は難しいが、できることか ら少しづつ粘 り強く

指導していくことが重要と考える。

八王子 <事 業名>管 内病院間の代替給食試行時の衛生学的調査について(新 規)

<実 施目的>

平成14年9月 、管内11病 院間で相互に食事を供給する代替給食を試行 した。その際に、今後の業務の

参考とするため衛生学的な調査を実施 した。

<実 施内容>

代替給食の 「刻み食」を対象として、細菌検査及び配送中の食品の温度変化等を計測 した。

(1)細 菌検査36品 目(配 送前後72検 体)に ついて細菌数、大腸菌群及びその他食中毒起因菌について

検査した。

(2)温 度測定 データロガ(自 動温度記憶計)で 配送中の食品の温度変化等を計測 した。

<結 果概要>

(1)細 菌検査 配送前後で細菌の増加傾向は認められなかった。細菌数が1g当 たり10万 を超えたものが

19検 体あり、大腸菌群が1g当 た り1000を 超えたものが4検 体あった。また、黄色ブ ドウ球菌が1検 体

から検出され、セ レウス菌が8検 体から検出された。

(2)温 度測定 配送前の食品温度の平均は29.4℃ で、配送後のその平均は29.1℃ であった。配送前後の食

品の温度変化は、-5.5～5.6℃ の範囲であった。また、配送に要した時間は、平均で22分(最 短10分 、

最長42分)で あった。

<ま とめ等>

今回の調査では、配送前後で細菌の増加傾向は認められなかった。しかし、事が発生 し代替給食を提供
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八王子 する場合には、多量の食事 を調理 し配送することになるので、調理手順、配送手段等についてあらか

じめ適切な用意が必要である。また、今回の調査では 「刻み食」を検体 として実施したが、細菌数、

大腸菌群の検出値が高い食品や、黄色ブドウ球菌が検出された食品があり、調理時の食品取扱いにつ

いて改善が必要であった。患者給食ということを念頭に、よ り一層の衛生管理の徹底が望まれる。

南多摩 <事 業名>豆 腐製造業へのHACCPシ ステム導入支援について(継 続)

<実 施目的>

平成10年 度に発生した豆腐の酸臭 ・酸味を呈した苦情を契機に、平成11年 度に管内の小規模豆腐製造

業の汚染実態調査等を実施した後、小規模施設におけるステップ2レ ベルのチェックリス トを作成した。

平成12年 度からは、ステップ2レ ベルのチェックリストを用いた点検の定着化 を図ってきた。

今年度は、平成12・13年 度に引き続きチェックリス トによる点検状況確認及び製品検査を実施した。

<実 施内容>

(1)実 施期間 平成14年4月 から平成15年3月 まで

(2)対 象施設 管内の豆腐製造業17施 設

(3)実 施内容

ア 平成14年9月 チェックリス ト回収、点検状況の確認

イ 平成14年9月 製品の細菌検査(木 綿豆腐17検 体)

ウ 平成14年11月 チェックリス ト回収、点検状況の確認

エ 平成14年11月 製品の細菌検査(木 綿豆腐17検 体)

(4)検 査機関 都立衛生研究所多摩支所 微生物研究科 衛生細菌研究室

<結 果概要>

チェックリス トについて、点検 をしていた施設は12施 設(71%)、 点検をしていない施設は5施 設(29%)

であった。点検をしている施設のうち点検率の低かった項 目は、ショーケース温度(点 検率42%)と 水槽温度

(点検率67%)で あった。その他の点検項目については、おおむね点検は行われていた(点検率83～100%)。

製品検査について、点検を継続 していた12施 設と継続 していなかった5施 設の細菌数を比較検討した。

実施 していた施設の平均が58×100/gで あったのに対し、実施していなかった施設の平均は42×1000/gと

1オ ーダー高い値であった。

<ま とめ等>

調査対象17施 設のうち、13年度には、全施設がチェックリス トによる点検を実施 していたが、14年度 も

継続的に点検を実施していた施設は12施 設に減少していた。点検が継続できなかった施設は店頭販売のみ

で、営業者の高齢化や後継者がいないといった こともあるが、食品衛生に対する意識が低い施設で、細菌検

査の結果にもその ことが現れている。点検が継続できた施設は、店頭販売に加え納品先等 もあり比較的製造

量の多い施設であり、点検をすることが衛生的な製品管理につながるという認識があるものと思われる。

町田 <事 業名>そ う菜等のフリーチョイス販売に係る実態調査(新 規)

<実 施目的>

スーパー等でそう菜等を購入者が自ら選び、 トング等で持ち帰り容器等に入れる販売形態(以 下、フリ

ーチョイス販売 という)が 多く見受けられ、異物混入や二次汚染等が危惧される。また、フリーチョイス

販売に関して、問題意識を持っている消費者も少なくないものと考えられた。そ こで、フリーチョイス販

売される自家製そ う菜を中心に販売方法及び細菌汚染状況について実態調査を実施 した。

<実 施内容>

実施期間:平 成14年8月 から11月 まで

対象施設:ス ーパーマーケット等18施 設

調査方法:調 査票を用いた実態調査、細菌検査(細 菌数、大腸菌群数、黄色ブ ドウ球菌、サルモネラ、

大腸菌)

<結 果概要>

フリーチョイス販売されていたそう菜等の取扱い品目は、煮物、焼物、揚げ物などで、自家製のものは

揚げ物が多かった。販売状況の管理では、常時監視 していた施設は1施 設、監視カメラでの監視が1施 設

で、他の施設では、品だし時に点検を行っていた。販売コーナーは比較的小規模なところが多く、常設で

あった。使用器具は トングが使用 され、交換回数は1日 交換なしが7施 設あった。自家製の揚げ物は常温

管理を行ってお り、当日販売されていた。細菌検査の結果は、おおむね良好な結果であった。

<ま とめ等>

今後は、今回の調査結果を踏まえ、 トングの取 り扱いや汚染状況の把握、冷凍品を解凍して販売してい

る実態のある焼鳥など仕入れ品の解凍方法、解凍時間や細菌汚染状況の把握をするとともに、異物混入な

どの防止策について も検討する必要があると考えられた。
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多摩立川 <事 業名>食 品の栄養成分表示と成分含有量の実態調査

<実 施目的>

最近の健康志向を反映して、食品の栄養成分に注目する消費者が増え、ビタミンやミネラルなど栄養成

分を表示した製品が多く出回ってきている。さらに、産地や賞味期限の書き替えなど不適正な食品表示が

相次いで指摘され、消費者の中に適正な表示を求める気運が高まっている。そこで、当所では消費者の要

望に応えるために、加工食品における表示について、食品衛生法に基づく添加物や栄養成分の含有量が適

正に表示されているか調査を実施 した。

<実 施内容>

(実施期間)平 成14年8月 から平成15年2月 まで

(対象施設)管 内のスーパー

(実施方法)加 工食品を収去し、ビタミン、ミネラルなど栄養成分と添加物を検査 し、表示どおりに含ま

れているかを調査する。

<結 果概要>

管内スーパーで販売されている29品 目の加工食品を調査した結果、栄養成分表示について表示されてい

たビタミンC、 ビタミンE、 カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、銅、リンなど延べ67件 のうち、表示

成分量の誤差範囲を定めた 「保健機能食品制度の通知」による栄養成分量に基準のある延べ57件 を当ては

めてみたところ、カルシウム含有量が誤差範囲を超えていた2件 を除く55件 が誤差範囲内であった。また、

食品添加物についての表示は適切であった。

<ま とめ等>

加工食品に表示された栄養成分は、適正に表示されていると思われた。今回、表示された物質のすべて

を検査できなかったため、保健機能食品以外の加工食品を調査対象としたが、予備調査では 「一般食品」

であったものが収去時点では 「保健機能食品」に移行 した製品が複数あった ことか ら、今後も栄養成分表

示を重視する傾向は続き、添加物検査 とともに栄養成分の検査も重要になっていくと考えられる。

村山大和 <事 業名>集 団給食施設における自主管理の支援

<実 施目的>

施設自身によるスタンプ検査を実施することによ り、チェックリス ト記入ができるようになった集団給

食施設の自主的衛生管理の水準を更に向上させる。あわせて、保健所の負担軽減を図る。

<実 施内容>

(1)実 施期間:平 成14年6月 から

(2)対 象施設:集 団給食施設(学 校、保育園、老人福祉施設、病院)

(3)実 施方法:

ア 実施対象施設の選定

原則として希望があった施設を対象とした。

イ 資材貸し出しによるスタンプ検査の実施

(ア)市販のスタンプ検査用培地とスタンプスプレットと記録用紙の事前貸出し

(イ)施設によるスタンプ検査の実施

(ウ)保健所に培地を搬入

(エ)保健所は判定後に検査結果を対象施設ヘファクシミリで送付

<結 果概要>

検査を実施した給食施設では、調理員らも検体の選定に加わり、調理員らが自主管理に積極的にかかわ

るきっかけとなった。検体は、調理場内の環境や、洗浄の前後の手指や作業台など、普段の保健所の一斉

検査等では実施できないところが多 く、一斉検査でよく実施する調理器具や食器などは少なかった。

<ま とめ等>

今回の事業ではチェックリス トを記入できるようになった集団給食施設では、食器や調理器具の扱いの

ノウハウをほぼ確立しているなど、自主管理が一定の水準に達 していることがわかった。それをさらに向

上させるためには、調理員らの理解を得、マニュアルの見直しとその結果の検査による検証の循環を作り

出してゆく必要がある。しかし、施設自身による検査を実施するには解決すべき課題が多い。そ こで、当

面保健所が支援 していく必要があるが、支援のあり方と検査をマニュアルの見直しにつなげていく方法の

確立が、今後の課題 として残された。

府中小金井 <事 業名>要 介護施設等の集団給食に対する危機管理体制の確立支援(新 規)

<実 施目的>

社会福祉施設において、大規模調理施設衛生管理マニュアル(中 小規模調理施設における衛生管理の徹

底について)やHACCPの 考え方に基づく自主的衛生管理マニュアル作成の手引き(ス テップ123)等 を基
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府中小金井 礎として各施設がマニュアル等を作成するように指導してきた。

このたび府中小金井保健所 として「安全・安心・快適な高齢者施設のために」と題 して感染症予防のための

施設管理マニュアルを作成し、危機管理体制の確立を支援する一環として食品衛生関連の調査を行った。

<実 施内容>

(1)実 施期間 平成14年5月 から平成15年1月 まで

(2)対 象施設 府中市、小金井市 による社会福祉施設14施 設

(3)調 査方法 アンケートによる栄養士等調理責任者か らの聞き取 りで調査 した。

<結 果概要>

感染症発生時の連絡有と回答 した施設、13施 設中、委員会の設置がある施設が3か 所、医療職員の判断

により連絡がある施設が4か 所あった。連絡無と回答した施設は過去に発生経験がないためであった。

感染症発生時の対応として、食事内容を変更する施設11か 所、残屑処理に注意する施設7か 所、食器等

の消毒に注意する施設9か 所、調理従事者の健康に留意する施設9か 所であった。連絡内容について、発

熱 ・下痢 ・吐き気 ・嘔吐を計上した施設は2か 所のみであった。調理従事者(パ ー トを含む。以下同様)
一食当たり平均3 .7人 で、朝食は2人 で対応 している施設が6か 所、3人 が7か 所、昼食及び夕食につい

て も2人 が2か 所であった。
一回当た りの調理食数は調理従事者一人当たり5食 から73食 までばらつきがあり、平均30食 であった。

施設毎の調理食数比較も調理従事者一人当たり、一日平均6食 から50食 とばらついている。

<ま とめ等>

以上の結果を考慮 し、平成15年4月 に全該当施設を対象に環境衛生係 ・医薬指導係 ・保健指導係ととも

に、保健所として 「安全 ・安心 ・快適な高齢者施設のために～感染症予防のための施設管理～マニュアル

(作成)」を使用 し指導研修を実施す る予定である。また、危機管理体制については早急に確立させる必要

があるが、施設ごとにばらつきが大きいため最終的には個別対応を行 う必要がある。

狛江調布 <事 業名>自 主的衛生管理への助言指導(継 続)

<実 施目的>

昨年度、管内最大の弁当製造業者 に対し、自主的衛生管理導入への支援を行ってきたが、いくつかの課

題が残されたため、今年度も引き続き事業を継続する。

<実 施内容>

実施期間:平 成14年4月 から平成15年3月 まで

対象施設:飲 食店営業(仕 出し)

調査方法:

(1)製 品の保存試験(細 菌検査):製 品3品 目の、大腸菌群、黄色ブ ドウ球菌、サルモネラ、大腸菌、O157、

セレウス菌の検査を行った。また、それぞれ5、15、25℃ で2、6、24時 間保存 した時の細菌数を検査 し

た。

(2)検 査技術の確認(細 菌検査):製 品20品 目について、細菌数、大腸菌群、黄色ブ ドウ球菌、サルモネ

ラ、大腸菌の検査を行い、施設の試験室での検査結果と比較した。

(3)従 業員の衛生教育:従 業員 に対する衛生講習会を2回 開催した。1回 目に、施設の衛生マニュアルの理

解度を把握するため、簡単なテス トを行った。後日、テス トの結果に基づき、2回目の講習会を開催 した。

<結 果概要>

(1)製 品の保存試験:検 査した製品3品 目中1品 目は細菌数に変化が見られなかったが、あとの2品 目は、

時間の経過 ・温度の上昇により、細菌数は増加 した。このことから、温度管理の徹底はもちろんのこと、

製品の衛生的な取扱いが重要であることを再確認 してもらった。

(2)検 査技術の確認:都 立衛生研究所と施設検査室との検査結果に、大きな差は認められなかった。検査

室が立ち上がった当初は苦労をしている様子がみられたが、今年度はようやく軌道に乗ってきたようで

ある。

(3)従 業員の衛生教育:8月 と11月 に、衛生講習会をおこなったが、自社の衛生マニュアルの理解度は高

かった。

<ま とめ等>

この施設は、当保健所管内では規模も大きく、衛生管理への取組も積極的である。それでありながら、

作業所内の更なる整理や、品質管理担当者の役割の明確化など、まだ解決しなければな らない問題は残さ

れている。

今後とも、助言 ・指導を続けるとともに、今回の結果を、他の施設への指導の一助 となるように活用 し

ていきたい。
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三鷹武蔵野 <事 業名>カ タラーゼ反応試験への影響要因について

<実 施目的>

虫体混入の苦情において、原因究明のためカタラーゼ試験を行 うことがある。カタラーゼの活性に影響

を及ぼすものとして、複数の要因が挙げられる。

昨年度は、主な要因の個々について調査したが、今年度はこのうちpHと 加熱による複合的な影響につい

ての基礎的なデータを集め、業務の参考としていく。

<実 施内容>

pH3,4,5,9,10,11,12の7種 類の溶液の中にゴキブリを指標検体として浸漬し、温度と時間を加え

て加熱し、終了直後、1日 後、5日 後のカタラーゼ活性の経時変化をみる。

また、pH9～12ま での溶液に20日 間虫体を浸漬してのアルカリ性側での経時変化を測定する。

<結 果概要>

加熱及びpHの 影響について、水での場合と比較し70℃ での加熱の場合を除いて他の加温度帯では、酸性

側、アルカリ性側ともに活性度は低 くな り、酸またはアルカ リによるカタラーゼ活性への影響があったもの

と考えられた。各加熱温度における加熱直後から5日 後までの経時変化については、酸性側、アルカリ性側

とも大きな差は見 られなかった。アルカリ性側での経時変化については、pHに よって異なるが開始初期に

は3+か ら2+の 範囲にあったが、15日 以降から20日 までは2+で 推移し、緩慢な低下傾向を示 した。

<ま とめ等>

食品中に混入 した虫体は、加熱あるいはpHな ど様々な要因により複合的な影響を受け、カタラーゼの活

性が変化すると考えられる。そのため、虫体の混入時期の推定に当たってはカタラーゼ試験の結果に加え、

製造方法、流通 ・販売状況な どについての情報も入手 し、判断する必要がある。

多 摩 小 平

(1)

<事 業名>高 齢者施設における居住環境 ・調理場等の細菌汚染調査

<実 施目的>

平成14年 度課題別地域保健医療推進プランで、当保健所が実施した 「感染症の集団発生防止に向けての

総合対策～地域における食品媒介感染症の危機管理体制の整備～」の一環 として、高齢者施設の居住環境

や調理場などの細菌汚染実態を把握 し、施設の衛生管理指標の資料とする。

<実 施内容>

1実 施期間

平成14年5月 か ら同年10月 まで

2調 査内容

(1)調 査施設:小 平市及び西東京市の高齢者保健施設4施 設

(2)調 査箇所及び検査項目:ア 居住室 イ 共同使用施設 ウ 調理場

エ 介助者及び利用者の手指については汚染指標細菌を、

オ 食材及び調理済み食品は、汚染指標細菌並びに食中毒起因菌を検査した。

<結 果概要>

居住環境:A園 は、施設全体が衛生的に管理されていた。しかし、洗面所の蛇 口で、一般細菌数が104を

示し、ISOの 管理か ら欠落 していたと思われる。C園 は、施設の保清を職員が担当し、各検査

部位の細菌数が高かった。特 に、居室入 り口で、104で あった。

調理場:汚 染区域床と清浄区域床の細菌数に差がなかった。また、配膳車タイヤで汚染が目立った。なお、

B園 では共同使用する 「やかんの取って」の細菌数が103で あった。

食 材:野 菜16検 体検査したところ、102か ら106ま での範囲で一般細菌が検出された。

メロンか ら、106の一般細菌数及び大腸菌群陽性で検出された。

鶏肉2検 体からサルモネラが検出された。

食材は、汚染 しているものとして、2次 汚染源とならないよう、下処理の段階で取扱いに十分注

意を払う必要がある。

調理済食品:ほ とんどの食品で、東京都指導基準に合致していたが、ゆで竹の子を使用 した 「竹の子ちら

し」では、食材の汚染がそのまま 「竹の子ちらし」に移行していた。

手指の衛生管理:介 助者15名 のうち、大腸菌群は検出しなかったが、黄色ブドウ球菌を4名 か ら検出した。

利用者34名 のうち、大腸菌群を6名 、黄色ブドウ球菌を17名 か ら検出した。 このうち6名 は、

11個 以上のコロニーを認めた。この理由に、身体の一部に化膿性疾患を保有 していることを疑わ

せる。

<ま とめ等>

この検査結果を講習会資料として説明したところ、受講者は非常に興味を示し改善へ向けての活発な意

見交換をすることが出来た。
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多摩小平

(2)

<事 業名>菓 子製造業における異味 ・異臭品の原因調査について

<実 施 目的>

製 造 者 か ら、異 味等 の 発 生 した製 品 を 回 収す る 旨、相 談 が あ った 。そ の 原 因 を調 査 し、再 発 防 止 を 図 っ た。

<実 施 内 容>

1実 施 期 間:平 成15年2月10日 か ら同 年3月 末 まで

2調 査 内 容

(1)調 査 対 象 施 設:小 平 市 の菓 子 製 造 業 者

(2)検 体 数:74検 体(自 主 検 査38検 体 、 都 立衛 生研 究 所36検 体)

<検 査 概 要>

(1)平 成15年1月29日 か ら2月9日 ま で に、 製 造 者 に 「食 べ た ら異 味(カ ル キ 臭 ・消毒 臭)が す る 」

と ク レー ム が33件 寄 せ られ た。

(2)2月10日 、 当該 品 の 自主 回 収 と社 告 をだ す 旨 、相 談 が あ った 。

(3)2月10日 午 後 、 製 造 所 に 立 入 調 査 を行 い、製 造 工 程 のチ ェ ック及 び製 品 な どの検 体 を確 保 した 。

(4)細 菌 検 査(真 菌 も含 む 。)22検 体 行 い 、検 査 結 果 はす べ て 良好 で あ っ た。

理 化 学検 査14検 体 行 い、

ア 異 味 品 か ら2,4-ジ クロロフェノール、2,6-ジ クロロフェノール、2,4,6-ト リクロロフェノール

イ ボ イ ラー タ ン ク水 か ら2,6-ジ クロロフェノール、2,4,6-ト リクロロフェノール

ウ ホ ッ トウ ェル タ ン ク水 か ら2,6-ジ クロロフェノール、2,4,6-ト リクロロフェノール

エ 廃蜜 か ら2,4-ジ クロロフェノールが 検 出 され た 。

(以 上す べ て定 性 試 験 、0.01マ イクログ ラム未 満)

オ 工事 で使 用 した シー ル 剤 か ら大 量 の フ ェ ノー ル 及 び塩 素が 検 出 され た。

<ま と め等>

(1)平 成15年1月15日 か ら2月5日 まで の22日 間 に、4回 に わ た り、蒸 気 管 の 補 修 工 事 を行 っ た 。そ

の 際 蒸 気管 接 着 で使 用 し た シー ル 剤(フ ェ ノー ル 樹 脂)が 蒸 気 に溶 出 した 。

(2)製 造 す る煮 釜(ア ル ミ製4釜 、 ス テ ン レス製1釜)に 、 亀 裂(2～6個)が 生 じて お り、蒸 気 が 漏 れ

出 た こ とが 判 明 した 。

(3)ク レー ム 品が 、工 場 内 蒸気 配 管 修 理 を行 った 直後 の もの で あ った こ と及 び 、検 査 結 果 よ り、 工 事 で

使 用 した シー ル 剤 が 高圧 の蒸 気 に 溶 出 し、塩 素 と反 応 し ク ロ ロ フ ェ ノー ル 類 が 生 成 され 、 釜 亀裂 部 か

ら糖 蜜 と煮 豆 に移 行 し異 味 の 原 因 とな っ た と推 定 した 。

多摩東村山 <事 業名>現 場簡易検査を活用した自主管理支援事業の結果について ―3年 間の総括―

<実 施 目的>

希望する集団給食施設 ・営業者に対 し、保健所が提供する検査器材を使用し、営業者自らがふき取 り検

査を実施する。このことにより、自主的衛生管理における検査の重要性を営業者自身に認識させ、数値と

しての具体的なデーターを示すことで、施設の衛生管理を主観的なものから客観的なものへと向上させる。

同時に検査結果について、保健所か らの適切な助言 ・指導 ・監視等を行うことで、施設衛生面のクオリテ

ィを向上させ、ひいては管内の給食施設全体のレベルアップを目的としたものである。

<実 施内容>

実施機関:平 成12年4月 から平成15年3月 まで

対象施設:当 保健所管内の許可及び届出の集団給食施設275施 設

実施方法:検 査を希望する営業者は、保健所の窓口で受け取った培地を自施設に持ち帰り、そこでスタン

プ検査を行う。塗布の終了した培地は保健所に返却され、培養 ・判定を行い、その結果は当事者

にファクシミリ等を利用してフィートバックする。同時に保健所は、結果に基づいての適切な監

視 ・指導を行 う。

<結 果概要>

利用状況:3年 間で35施 設、延べ利用件数94件 であり、その内訳は年に一回の利用が最多で25施 設、次

いで2回9施 設、3回1施 設、4回2施 設、5回2施 設、6回1施 設、7回1施 設、11回1施 設で

あった。業種別の利用施設数と管内の対象施設数を比べると、社会福祉施設 と病院では25%を 超

える利用率でありながら、小中学校及び保育園では5～8%と 大変低い。

検査検体:実 施した2037検 体の内訳は、手指746検 体、調理器具724検 体、食品567検 体であった。

菌種の内訳は、黄色ブドウ球菌709検 体、大腸菌群664検 体、サルモネラ属菌664検 体であった。

不良と判定された検体は手指36検 体、調理器具37検 体、食品42検 体であった。

月ごとの利用状況:一 年を通 じて6、7、8月 の3か 月間で年間検体数の72%以 上を占めていた。

<ま とめ等>
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多摩東村山 業種によって利用のばらつきが大きく、特に小 ・中学校、保育園の利用率が低かった。今後はこの点を

改善すべく、市側と協力して、講習会等での危機管理意識の喚起を促すべきと考える。

月ごとの利用状況が夏季に集中していた。最近の冬季における食中毒の発生は、増加の傾向にあること

か ら、この事業の目的の一つでもある 「年間を通しての食品事故に対する危機意識の徹底」を達成する上

でも、冬季における自主管理の必要性を今以上にPRす べきと考える。

しかし、一方では、少数とはいえ、一年を通じて定期的に自主検査を行う施設も現れ始めた。これは我々

の目指す、自主管理の理想に一歩近づいたものと評価できる。

3年 という期間ではあるが、この事業に対する知名度も、徐々にではあるが広が りをみせ、事業として

は安定感が出てきた-と いうのが感想である。今後も機会がある毎にPRを 行い、 この事業の普及に力を

入れていきたい。

島しょ <事 業名>島 しょ地域における食品輸送実態調査について(ま とめ)

<実 施目的>

伊豆諸島に流通する生鮮食品及び加工食品の多くは、東京及び伊豆半島からの船舶輸送に大きく依存 し

ている。島しょ地域における適正な食品衛生環境を確保するためには、食品の船舶輸送時における適正な

温度管理が必要となる。

当所では、船舶輸送時における食品の温度管理状況を確認するため、従来からコンテナ内温度を測定し、

この結果を関係機関に提示することにより、冷却装置の付いたコンテナの導入、港湾施設における電源の

確保、荷さばき場の整備等、食品の輸送環境の改善が進め られ、一定の成果を得た。しかしながら、冷却

装置の付いたコンテナの台数や港湾設備の整備状況において、現状ではまだ十分とは言えないことか ら、

当面の対策として、搬送される食品を個別に冷却して管理することが必要である。

今般、梱包材及び冷却剤の違いによる食品モデル温度の経時変化を測定することによ り、島しょ地域に

搬送される食品の流通段階におけるコール ドチェーンを実現するための効果的な輸送方法を検証した。

<実 施内容>

1梱 包材及び冷却剤の違いによる食品モデルの冷却効果の検証

(1)実 施期間 平成14年11月22日 及び23日

(2)実 施内容

実際の船舶輸送時において、食品モデルを段ボール又は発泡スチロールで梱包 し、かつ冷却剤(高

吸水性ポリマーを使用した蓄冷剤)の 量を変えて経時的に温度測定し、食品の梱包材質及び冷却剤の

量の違いによる冷却効果を検証した。

2既 存保冷搬送システムにおける食品モデルの温度調査

(1)実 施期間 平成15年2月3日 から同月5日 まで

(2)実 施内容

宅配便等による東京(新 宿)か ら大島に搬送される間の食品モデルの温度の経時変化を測定 した。

<結 果概要>

1梱 包材及び冷却剤の違いによる食品モデルの冷却効果の検証

(1)冷 却剤(高 吸水性ポリマー)の 量(300g又 は600g)に よらず、保冷効果は同様の傾向を示 した。

(2)食 品モデルの梱包材に、段ボール又は発泡スチロールを使用した場合を比較すると、発泡スチロー

ルを使用 した方が、保冷効果が高かった。

(3)長 時間の保冷管理には、冷却剤の能力(持 続性)の 点で、更なる改善に向けた対策が必要である。

2既 存の保冷搬送システムにおける食品モデルの温度調査

宅配便等既存の保冷搬送システムにおいて、食品モデルは保冷搬送されていたが、一部過冷却による

凍結も危惧された。

<ま とめ等>

船舶による食品輸送実態調査として、平成4年 度からコンテナ内温度測定等を実施し、関係機関の協力

を得て、当初に比べて、島しょ地域への食品の輸送環境は格段に向上した。しかしながら、十分な食品衛

生環境を満たすまでには、大きな経費が必要であることか ら、食品を個別に冷却 し温度管理する方策を提

示するために、昨年度は冷却剤として ドライアイスを、本年度は高吸水性ポリマーによる蓄冷剤を使用し

て検証した。

検証結果からは、東京-八 丈島間において、要冷蔵食品の適正な温度管理のもとでの海上輸送には耐え

うるものとはいえないことが判明した。 しか しながら、港湾施設や冷却装置付きコンテナの増設な ど環境

が整備されるまでは、個別に冷却対策を講じて搬送することが必要であることは自明である。

さらに、新たな輸送方法の構築に当た り、既存の保冷搬送システムのように、東京(内 地)及 び島しょ

両地に拠点を設け、搬送資材を再利用 して効率的に冷却されるようなシステムづ くりが必要である。
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